
放置駐車違反
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レッカー移動･車輪止め 確認標章の取付け

運転者未出頭
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弁明の機会付与

納付通告
放置違反金納付命令

違反金納付 違反金不納付
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提訴提起 納付命令取消

 釧路市黒金町10丁目５
 北見市青葉町6番１

催促

車検拒否

新制度における放置駐車違反の取締り手続き

平成18年6月から違法駐車対策に伴う車検拒否制度が導入されました。

　平成16年6月に道路交通法が改正され、違法駐車対策等の強化が図られることになりました。

●これにより、公安委員会は、運転者の責任が追究できない場合に、放置自動車の使用者に対し放置駐車

違反金の納付を命ずることができることとなり、国土交通省は、公安委員会から通知を受けた放置違反金未

納者については、自動車検査証の有効期間の更新をしないこととなりました。

●この改正道路交通法が平成18年6月から施行されたことに伴い、放置違反金未納自動車の使用者は、自

動車検査証有効期間の更新ができなくなりますので注意して下さい。放置違反金等を納付していただいた

場合は、申請を行う際に領収書等又は納付徴収済確認書の提示が必要になります。

●なお、新制度における放置駐車違反の取締り手続きは次のようになります。詳細につきましては、下欄の

車検拒否制度対応窓口へお問い合わせ下さい。

 北海道警察本部  札幌市中央区北2条西7丁目

滞納処分

運転者出頭

検挙（赤切符） 告知（青切符）

反則金

・１０日後に支払い期限

・納付命令期限後、20日
以内に発出

・催促後に随時

名　　称 住　　所 電話〔内線〕

注）各期限はおおまかな数値であり、各都道府県で若干異なる

督促

・標章貼付から約3日後
・2週間の期限

・標章貼付から3０日以降

使用者責任の追及

 ０１５４-２５-０１１０〔５０２２〕
 ０１５７-２４-０１１０〔５０２２〕

《問い合わせ先》 車検拒否制度対応窓口

 北海道警察函館方面本部

 北海道警察旭川方面本部

 北海道警察釧路方面本部

 北海道警察北見方面本部

 函館市五稜郭町15番5号

 旭川市1条通25丁目４８７番地６


